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保証協会

②与信審査・書類準備

③セーフティネット保証の
認定申請

④保証審査の依頼・
経営行動計画書の提出

⑤融資

①融資申込／経営行動計画書の作成
• 自社の現状認識、財務分析
• 具体的な資金使途、計画終了時点の将来目標、
今後の具体的なアクションプラン

• 収支計画・返済計画（黒字化目標含む）など
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⑥金融機関による継続的な伴走支援

新たな借換保証制度（コロナ借換保証）の創設

 保証限度額：（民間ゼロゼロ融資の上限額6千万円を上回る）1億円（100％保証の融資は100％保証で借り換え
可能）

 保証期間等：10年以内（据置期間5年以内）

 保証料率：0.2％等（補助前は0.85％等）

 売上高または利益率の減少要件（5％以上）、もしくはセーフティネット4号または5号の認定取得が要件。
また、金融機関による伴走支援と経営行動計画書の作成が必要。

【制度概要】

⚫ 今後、民間ゼロゼロ融資の返済開始時期は2023年７月～2024年４月に集中する見込み。

⚫ こうした状況を踏まえ、民間ゼロゼロ融資からの借り換えに加え、他の保証付融資からの借り換えや、事業再
構築等の前向き投資に必要な新たな資金需要にも対応する新しい保証制度を創設。


